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（公印省略） 

 

令和６年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて 

 (周知依頼) 

 

今般、令和６年能登半島地震に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養

費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額（以下「一部負担金等」）の

支払いが困難な方に対する取扱いが、厚生労働省保険局より示されましたので、貴会会

員医療機関への周知方ご協力をお願い申し上げます。 

記 

（１）対象者の要件に該当する患者さんについて、令和６年４月末までの診療、調剤

及び訪問看護に係る一部負担金等支払いが猶予されます。取扱いの期間は、状況に

よって延長する可能性があります。 

（２）医療機関においては、一部負担金等支払い猶予の対象者が受診された場合には、

被保険者証等により、住所が災害救助法の適用市町村の区域であることを確認すると

ともに、申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録する必要があります。 

（３）被保険者証等が提示できない場合には、①被用者保険の被保険者及び被扶養者

である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡

先、②国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者については氏名、生年月

日、住所及び連絡先（国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組

合名）を診療録等に記録しておく必要があります。 

（４）一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めた 10割を審査支

払機関等へ請求することとなります。 

（５）入院時食事療養費及び入院時生活療養費（保険外併用療養費及び家族療養費に

係る食事療養及び生活療養に係るものを含む。）については、標準負担額の支払い

を受ける必要があります。 

（６）請求の具体的な手続きにつきましては、平成 25年１月 24日付「暴風雪被害に

係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じます。 

（７）現在、一部負担金等の支払い猶予は、国民健康保険及び後期高齢者医療広域連

合の他、被用者保険の全国健康保険協会及び健康保険組合、国民健康保険組合が対

象となっておりますが、今後、対象となる市町村や健康保険組合等については、更

新していく予定とされています。 

 

なお、関連文書は、大阪府医師会のホームページに掲載いたします。 
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